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第 1 章総則 
第 1 条【目的】 

この規程は、シティコンピュータ株式会社（以下「会社」という）にて雇用さ

れる派遣社員の仕事と生活の調和を推進し、キャリアの継続性を保つことを目

的として、派遣社員が育児または家族の介護をおこなう場合に必要な休業等の

取得に関する支援体制と手順について定めたものである。 

 

第 2 条【用語の定義】 

育児休業とは、第 2 章以下の手続きを経て派遣社員が 1 歳（【育児休業の対象

者】規定第 4 項による場合は 1 歳 2 か月）に満たない子を養育するための休業

をいう。ただし、子が 1 歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合に

は、子が 1 歳 6 か月（【育児休業の対象者】規定第 7 項に基づく育児休業の場合

は 2 歳）まで延⾧して取得することができる。 

2．出生時育児休業とは、第 3 章以下の手続きを経て派遣社員が、その配偶者が

産後休業中において、子を養育するための休業をいう。 

3．介護休業とは、第 4 章以下の手続きを経て派遣社員が要介護状態にある家族

の介護をおこなうための休業をいう。 

４．所定外労働の免除とは、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する派

遣社員または要介護状態にある家族の介護をおこなう派遣社員について、所定

外労働時間を免除することをいう。 

5．時間外労働の制限とは、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する派遣

社員または要介護状態にある家族を介護する派遣社員について、1 か月 24 時

間、1 年間 150 時間を超える時間外労働を制限することをいう。 

6．深夜業の制限とは、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する派遣社員

または要介護状態にある家族を介護する派遣社員について、1 回につき 1 か月

以上 6 か月以内の期間について深夜業をさせないことをいう。 

7．育児・介護短時間勤務とは、3 歳に満たない子を養育する派遣社員または要

介護状態にある家族の介護を行う派遣社員について 1 日の労働時間を短縮して

勤務することをいう。 

8．柔軟な働き方を実現するための措置とは、3 歳以上の子を養育する派遣社員

について、子が小学校就学の始期に達するまでの間に、仕事と育児の両立をは

かるために利用できる制度をいう。 
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9．子の看護等休暇、介護休暇とは、小学校第 3 学年修了前の子を養育する派遣

社員または要介護状態にある家族を介護する派遣社員について、1 人の場合は 1

年間につき 5 日、2 人以上の場合は 1 年間につき 10 日を限度として取得できる

休暇をいう。 

10．要介護状態とは、負傷、疾病または身体上、精神上の障害により、2 週間

以上の期間にわたり常時介護を要する状態をいう。 

11．派遣社員とは、会社に雇用され、会社の指示により派遣先事業所（以下

「派遣先」という）に派遣され、その指揮命令を受けて就業する者をいう。 

12.派遣社員は、登録者名簿に登録され、必要に応じて期間の定めのある労働契

約を締結する者（以下「有期雇用派遣社員」という。）および期間の定めのない

労働契約により雇用される者（以下「無期雇用派遣社員」という。）がある。 

 

第 2 章育児休業 
第 3 条【育児休業の対象者】 

育児休業の対象者は、育児のために休業を希望する派遣社員で、次の各号すべ

てに該当する者とする。 

（1） 1 歳に満たない子（実子、養子、または特別養子縁組の監護期間中の子

もしくは養子縁組里親に委託されている子、養育里親に委託されている

子）と同居し、養育する者 

（2） 育児休業終了後、引き続き勤務する意思を有する者 

2．育児・介護休業等に関する労使協定により、申出を拒むことができる以下に

該当する者は育児休業を取得できないものとする。 

（1） 入社 1 年未満の派遣社員 

（2） 申出の日から 1 年以内（第 5 項から第 8 項に基づく育児休業の場合は 6

か月以内）に雇用関係が終了することが明らかな派遣社員 

（3） 1 週間の所定労働日数が 2 日以下の派遣社員 

3．期間の定めのある有期雇用派遣社員のうち育児休業を取得できる者は、第 1

項の各号すべてに該当し、申出時点において、子が 1 歳 6 か月（第 7 項に基づ

く育児休業の場合は 2 歳）に達する日までに雇用契約期間が満了し、更新され

ないことが明らかでない者とする。 

4．配偶者が派遣社員と同じ日からまたは派遣社員より先に育児休業（出生時育

児休業を含む）をしている場合、派遣社員は、休業に係る子が 1 歳 2 か月に達
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するまでの間で、出生日以後の産前・産後休業期間と育児休業期間（出生時育

児休業期間を含む）との合計が 1 年を限度として、育児休業を取得することが

できる。 

5．派遣社員のうち、本人または配偶者が育児休業を取得している場合におい

て、次のいずれにも該当するときは、休業に係る子が 1 歳 6 か月に達するまで

の間で必要な日数について育児休業を取得することができる。なお、育児休業

を開始しようとする日は、原則として休業に係る子の 1 歳の誕生日に限るもの

とする。ただし、派遣社員の配偶者が本項の休業をする場合には、当該育児休

業にかかる育児休業終了予定日の翌日以前の日とする。 

（1） 派遣社員本人または配偶者が原則として子の 1 歳の誕生日の前日に育児

休業をしていること 

（2） 次のいずれかの事情があること 

① 保育所等に入所を希望しているが、入所できない場合 

② 派遣社員の配偶者であって育児休業の対象となる休業に係る子の親であり、

1 歳以降育児に当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により

休業に係る子を養育することが困難になった場合 

（3）子の 1 歳の誕生日以降に本項の休業をしたことがないこと 

6．前項の規定にかかわらず、産前産後休業が始まったことにより、第 1 項およ

び第 4 項に基づく育児休業が終了し、その産前産後休業にかかる子等が死亡等

した派遣社員は、子が 1 歳 6 か月に達するまでの間で必要な日数について育児

休業をすることができる。 

7．派遣社員のうち、本人または配偶者が育児休業を取得している場合におい

て、次のいずれにも該当するときは、休業に係る子が 2 歳に達するまでの間で

必要な日数について育児休業を取得することができる。なお、育児休業の取得

を開始しようとする日は、原則として休業に係る子の 1 歳 6 か月に達する日の

翌日に限るものとする。ただし、派遣社員の配偶者が本項の休業をする場合に

は、当該育児休業にかかる育児休業終了予定日の翌日以前の日とする。 

（1） 派遣社員本人または配偶者が原則として子の 1 歳 6 か月の誕生日応当日

の前日に育児休業をしていること 

（2） 次のいずれかの事情があること 

① 保育所等に入所を希望しているが、入所できない場合 
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② 派遣社員の配偶者であって育児休業の対象となる休業に係る子の親であり、

1 歳 6 か月以降育児に当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情

により休業に係る子を養育することが困難になった場合 

（3）子の 1 歳 6 か月の誕生日応当日以降に本項の休業をしたことがないこと 

8．前項の規定にかかわらず、産前産後休業が始まったことにより、第 1 項およ

び第 4 項から第 7 項に基づく育児休業が終了し、その産前産後休業にかかる子

等が死亡等した派遣社員は、子が 2 歳に達するまでの間で必要な日数について

育児休業をすることができる。 

 

第 4 条【育児休業申出の手続き等】 

育児休業を取得することを希望する者（以下この章において「申出者」とい

う）は、原則として育児休業を開始しようとする日（以下「休業開始日」とい

う）の 1 か月前（【育児休業の対象者】規定第 5 項および第 7 項に基づく 1 歳を

超える休業の場合は、2 週間前）までに「育児休業申出書」に必要事項を記入し

て、会社に提出して申し出をおこなうものとする。その際に会社は休業に係る

子の存在または出産予定日を証明する公的書類その他必要書類の添付を求める

ことがある。なお、育児休業を取得している有期派遣社員が雇用契約を更新す

るにあたり、引き続き休業を希望する場合には、更新された雇用契約期間の初

日を育児休業開始予定日として、「育児休業申出書」により再度の申出をおこな

うものとする。 

2．「育児休業申出書」の提出日をもって申出日とし、会社はすみやかに「育児

休業取扱通知書」を申出者に交付する。 

3．申出は、次のいずれかに該当する場合を除き、派遣社員毎に一子につき 2 回

までとし、双子以上の場合もこれを一子とみなす。 

（1） 【育児休業の対象者】規定第 1 項に基づく休業をした者が、同条第 5 項

および第 7 項に基づく休業の申出をしようとする場合 

（2） 【育児休業の対象者】規定第 5 項に基づく休業をした者が、同条第 7 項

に基づく休業の申出をしようとする場合 

（3） 【育児休業の対象者】規定第 1 項、第 5 項または第 7 項に基づく休業を

した者が、第 1 項後段に基づく休業の申出をしようとする場合 

（4） 配偶者の死亡等特別の事情がある場合 

4．前項の規定にかかわらず、【育児休業の対象者】規定第 5 項または第 7 項に

基づく休業をする場合、申出は派遣社員毎に一子につき 1 回に限るものとす

る。ただし、新たな産前産後休業期間が始まったことにより【育児休業の対象

者】規定第 5 項または第 7 項に基づく休業が終了した場合で、産前産後休業に
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係る子が死亡した場合等特別な事情があるときは、再度の申出ができるものと

する。 

5．申出の日後に休業に係る子が出生したときは、申出者は出生後 2 週間以内に

「育児休業対象児出生届」を会社に提出しなければならない。 

 

第 5 条【育児休業開始予定日の指定】 

「育児休業申出書」に記載された休業開始予定日と「育児休業申出書」の提出

日との間が 1 か月（【育児休業の対象者】規定第 5 項および第 7 項に基づく 1 歳

を超える休業の場合は、2 週間）に満たないときは、会社は申出の休業開始予定

日と提出日の翌日から起算し 1 か月（【育児休業の対象者】規定第 5 項および第

7 項に基づく 1 歳を超える休業の場合は、2 週間）を経過する日との間のいずれ

かの日を休業開始予定日として指定できる。ただし、「育児休業申出書」の提出

日前に、次に掲げる事由が生じた場合で、「育児休業申出書」に記載された休業

開始予定日と「育児休業申出書」の提出日との間が 1 週間に満たないときは、

「育児休業申出書」の提出日とその翌日から起算し、1 週間を経過する日との間

のいずれかの日を休業開始予定日として指定できる。 

（1） 出産予定日前に休業に係る子が出生した場合 

（2） 配偶者が死亡した場合 

（3） 配偶者の心身の状況により休業に係る子を養育することが困難になった

場合 

（4） 配偶者が休業に係る子と同居しなくなった場合 

（5） 休業に係る子が、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害によ

り、2 週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になった場合 

（6） 保育所等における保育の実施を希望し、申込みをおこなっているが、当

面その実施がされない場合 

2．前項の指定は、申出書提出日の翌日より起算し、3 日以内に「育児休業取扱

通知書」の交付をもっておこなう。ただし、申出書提出日と申出に係る休業開

始予定日との間が 3 日以内のときは、申出の休業開始予定日までにおこなう。 
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第 6 条【育児休業開始予定日の変更】 

申出者は、その休業開始予定日（前条により会社の指定を受けたときはその指

定日）の 1 週間前までに「育児休業期間変更申出書」を提出することで休業開

始予定日を変更することができる。 

2．会社は、前項の休業開始予定日変更に係る申出書の提出を受けた場合、その

申出書（写）に確認印を押し、申出者に交付する。ただし、申出の休業開始予

定日が申出書提出日の翌日から起算して 1 週間に満たないときは、申出の休業

開始予定日と申出書提出日の翌日から起算して 1 週間を経過する日との間のい

ずれかの日を新たな休業開始予定日として指定することができる。この場合の

指定の手続きは【育児休業開始予定日の指定】規定第 2 項による。 

 

第 7 条【育児休業終了予定日の変更】 

申出者は、育児休業を終了しようとする日（以下「休業終了予定日」といいう）

の 1 か月前（1 歳を超える休業の場合は、2 週間前）までに「育児休業期間変更

申出書」を会社に提出することにより、1 回に限り休業終了予定日を後の日に変

更することができる。ただし、【育児休業の対象者】規定第 5 項および第 7 項に

基づく休業の場合には、【育児休業の対象者】規定第 1 項に基づく休業とは別に、

子が 1 歳から 1 歳 6 か月に達するまでおよび 1 歳 6 か月から 2 歳に達するまで

の期間内でそれぞれ 1 回、休業終了予定日を後の日に変更することができる。 

2．会社は前項の申出を受けたとき、その申出書（写）に確認印を押し、申出者

に交付するものとする。 

 

第 8 条【育児休業申出の撤回】 

申出者は休業開始予定日の前日までに「育児休業申出撤回届」を会社に提出す

ることにより、育児休業の申出を撤回することができる。この場合、当該申出

にかかる育児休業をしたものとみなす。 

2．前項の規定にかかわらず、【育児休業の対象者】規定第 5 項または第 7 項に

基づく休業の申出を撤回した申出者は、次に掲げる特別の事情がない限り、同

一の子については再度育児休業の申出をすることができない。ただし、【育児休

業の対象者】規定第 1 項に基づく休業の申出を撤回した者であっても、【育児休

業の対象者】規定第 5 項および第 7 項に基づく休業の申出をすることができ、

【育児休業の対象者】規定第 5 項に基づく休業の申出を撤回した者であって

も、【育児休業の対象者】規定第 7 項に基づく休業の申出をすることができる。 

（1） 配偶者が死亡した場合 
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（2） 配偶者の心身の状況により休業に係る子を養育することが困難になった

場合 

（3） 婚姻解消その他の事情により配偶者が休業に係る子と同居しなくなった

場合 

（4） 休業に係る子が、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害によ

り、2 週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になった場合 

（5） 保育所等における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面そ

の実施がされない場合 

 

第 9 条【育児休業申出の消滅】 

休業開始予定日の前日までに、次に掲げる事情が生じ、申出者が休業に係る子

を養育しないこととなった場合には、育児休業の申出はされなかったものとみ

なす。 

（1） 休業に係る子の死亡 

（2） 休業に係る子が養子である場合の離縁または養子縁組の取消 

（3） 休業に係る子が他の人の養子となったことやその他の事情により、申出

をした派遣社員とその子が同居しないことになったとき 

（4） 申出をした派遣社員が心身の状況により、休業に係る子が 1 歳（【育児休

業の対象者】規定第 

5 項に基づく育児休業の場合は 1 歳 6 か月、【育児休業の対象者】規定第

7 項に基づく場合は 2 歳）に達するまでの間、その子を養育することが

困難になったとき 

（5） 特別養子縁組の不成立等のとき 

（6） 【育児休業の対象者】規定第 5 項および第 7 項に基づき、1 歳到達日

（同条第 7 項に基づく育児休業の場合は 1 歳 6 か月の誕生日応当日）の

翌日以降育児休業をする場合で、その前日において派遣社員本人または

配偶者が育児休業していないとき 

2．前項の場合、申出者は原則として当該事由が発生した日に会社にその旨を通

知しなければならない。 

 

第 10 条【育児休業期間】 

育児休業の期間は、休業に係る子が 1 歳に達する日（誕生日の前日）までを限

度とし、原則として「育児休業申出書」に記載された期間とする。ただし、【育
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児休業の対象者】規定第 5 項に基づく育児休業の場合は 1 歳 6 か月（【育児休業

の対象者】規定第 7 項に基づく育児休業の場合は 2 歳）まで休業することがで

きる。なお、第 2 項第 1 号に定める事由に該当する場合には、育児休業終了時

以降に本人が出勤する日は、当該事由が発生した日から 2 週間以内であって、

会社と本人が話し合いのうえ決定した日とする。 

2．次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、前項の規定にかかわらず、当

該各号に定める日をもって育児休業期間の終了日とする。 

（1） 【育児休業申出の消滅】規定第 1 項第 1 号から第 5 号に掲げる事由が生

じたときは、その発生日 

（2） 休業に係る子が 1 歳（【育児休業の対象者】規定第 5 項に基づく育児休

業の場合は 1 歳 6 か月、【育児休業の対象者】規定第 7 項に基づく場合

は 2 歳）に達したときは、当該日 

（3） 産前産後の休業または新たな育児休業等が始まったときは、その開始日

の前日 

（4） 【育児休業の対象者】規定第 4 項に基づく育児休業において、出生日以

後の産前産後休業期間と育児休業期間（出生時育児休業期間を含む）と

の合計が 1 年に達した場合は、当該 1 年に達した日 

3．前項の場合、申出者は原則として当該事由が発生した日に会社にその旨を通

知しなければならない。 

 

 

第 3 章出生時育児休業 

 

第 11 条【出生時育児休業の対象者】 

子と同居し養育する派遣社員で産後休業を取得していない者は、子の出生の日

（出産予定日後に出生した場合は出産予定日）から、出産予定日（出産予定日

後に出生した場合は出生の日）から起算して 8 週間を経過する日の翌日まで

（以下「対象期間」という）の期間内に 4 週間（28 日）を限度として出生時育

児休業を取得することができる。 

2．育児・介護休業等に関する労使協定により、申出を拒むことができる以下に

該当する者は出生時育児休業を取得できない。 

（1） 入社 1 年未満の派遣社員 
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（2） 申出の日から 8 週間以内に雇用関係が終了することが明らかな派遣社員 

（3） 1 週間の所定労働日数が 2 日以下の派遣社員 

3．有期派遣社員のうち出生時育児休業を取得できる者は、第 1 項に該当し、子

の出生の日（出産予定日前に出生した場合は出産予定日）から起算して 8 週間

を経過する日の翌日から 6 か月を経過する日までに雇用契約期間が満了し、更

新されないことが明らかでない者とする。 

第 12 条【出生時育児休業申出の手続き等】 

出生時育児休業をすることを希望する派遣社員は、原則として休業（分割して

取得する場合は、初回の休業）を開始しようとする日の 2 週間前までに、「出生

時育児休業申出書」を会社に提出することにより申し出るものとする。なお、

出生時育児休業を取得している有期派遣社員が雇用契約を更新するにあたり、

引き続き休業を希望する場合には、更新された雇用契約期間の初日を出生時育

児休業開始予定日として、「出生時育児休業申出書」により再度の申出をおこな

うものとする。 

2．申出は、前項後段の申出をする場合を除き、一子につき 2 回まで分割して取

得できるものとする。ただし、申出者は 2 回の休業をあわせて申し出なければ

ならない。 

3．会社は、「出生時育児休業申出書」を提出する派遣社員（以下この章におい

て「申出者」という）に対し、必要最小限度の各種証明書の提出を求めること

がある。 

4．「出生時育児休業申出書」が提出されたとき、会社はすみやかに「出生時育

児休業取扱通知書」を申出者に交付する。 

5．申出の日後に休業に係る子が出生したときは、申出者はすみやかに「出生時

育児休業対象児出生届」を会社に提出しなければならない。 

 

第 13 条【出生時育児休業申出の撤回】 

申出者は休業開始予定日の前日までに「出生時育児休業申出撤回届」を会社に

提出することにより、出生時育児休業の申出を撤回することができる。この場

合、当該申出にかかる出生時育児休業をしたものとみなす。 

2．出生時育児休業開始予定日の前日までに、申出者が子の死亡等により休業に

かかる子を養育しないこととなった場合には、出生時育児休業の申出はなかっ

たものとみなす。この場合、申出者は、原則として当該事由が発生した日に、

会社にその旨を通知しなければならない。 
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第 14 条【出生時育児休業の期間】 

出生時育児休業の期間は、対象期間内に合計 4 週間（28 日）を限度として、

「出生時育児休業申出書」に記載された期間とする。 

２．前項の規定にかかわらず、「出生時育児休業申出書」に記載された休業開始

日と「出生時育児休業申出書」の提出日との間が 2 週間に満たないときは、会

社は申出の休業開始予定日と提出日の翌日から起算し 2 週間を経過する日との

間のいずれかの日を休業開始予定日として指定できる。 

３．申出者は、その休業開始予定日の 1 週間前までに「出生時育児休業期間変

更申出書」を提出することで、休業開始予定日を繰り上げ、また、休業を終了

しようとする日の 2 週間前までに「出生時育児休業期間変更申出書」を提出す

ることで、休業終了予定日の繰下げを、各 1 回に限りおこなうことができるも

のとする。なお、休業開始予定日の繰り上げは、配偶者の死亡、負傷・疾病等

の事情が生じた場合に限るものとする。 

４．会社は、申出者に対し、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることが

ある。 

「出生時育児休業期間変更申出書」が提出されたとき、会社はすみやかに「出

生時育児休業取扱通知書」を申出者に交付する。 

次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当該各号に定める日をもって出

生時育児休業期間の終了日とする。 

子の死亡等休業にかかる子を養育しないこととなったときは、当該事由が発生

した日 

（1） 対象期間が終了したときは、対象期間の終了日 

（2） 出生時育児休業の日数が 4 週間（28 日）に達したときは、4 週間（28

日）に達した日 

（3） 産前産後休業または新たな育児休業等が始まったときは、その開始日の

前日 

5．前項の場合、申出者は原則として当該事由が発生した日に会社にその旨を通

知しなければならない。 

 

第 15 条【出生時育児休業期間中の就業】 

会社は、申出者が希望するときは、出生時育児休業の期間内に所定労働日数お

よび所定労働時間の合計の半分以下の範囲内で就業させる場合がある。 
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2．前項の規定にかかわらず、出生時育児休業開始予定日とされた日または出生

時育児休業終了予定日とされた日を就業日とする場合は、当該日の労働時間数

は、当該日の所定労働時間数に満たない範囲とする。 

3．休業期間内で就業を希望する者（以下「就業希望者」という）は、休業開始

日の前日までに就業可能な日および時間帯等（以下「就業可能日等」という）

を「出生時育児休業就業可能日等申出書」を提出することにより申し出なけれ

ばならない。 

4．前項の申出があった場合、会社は就業希望者に就業可能日等の範囲内で就業

日時を提示し、その同意を得るものとする。 

5．会社は前項の同意を得たときは、すみやかに「出生時育児休業就業日等取扱

通知書」を就業希望者に交付する。 

6．就業希望者は、「出生時育児休業就業可能日等変更申出書」を会社に提出す

ることで第 4 項で同意した就業日時の変更を申し出ることができ、また「出生

時育児休業就労可能日等撤回届」を会社に提出することで、第 3 項の申出また

は第 4 項の同意を撤回することができる。ただし、休業開始予定日後に変更ま

たは撤回する場合は、配偶者の死亡、負傷・疾病等特別な事情がある場合に限

る。 

7．会社は、「出生時育児休業就業可能日等変更申出書」または「出生時育児休

業就労可能日等撤回届」を提出する就業希望者に対し、必要最小限度の各種証

明書の提出を求めることがある。 

8．「出生時育児休業就業可能日等変更申出書」または「出生時育児休業就労可

能日等撤回届」が提出されたとき、会社はすみやかに「出生時育児休業就業日

等取扱通知書」を就業希望者に交付する。   
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第 4 章介護休業 
第 16 条【介護休業の対象者】 

要介護状態にある家族を介護する派遣社員は、この規程に定めるところにより

介護休業をすることができる。 

2．この要介護状態にある家族とは、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の

障害により、2 週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次の者

（以下「対象家族」という）をいう。 

（1） 配偶者 

（2） 父母 

（3） 子 

（4） 配偶者の父母 

（5） 祖父母 

（6） 兄弟姉妹 

（7） 孫 

（8） 上記以外の家族で会社の認めた者 

3．育児・介護休業等に関する労使協定により、申出を拒むことができる以下に

該当する者は介護休業を取得できない。 

（1） 入社 1 年未満の派遣社員 

（2） 申出の日から 93 日以内に雇用関係が終了することが明らかな派遣社員 

（3） 1 週間の所定労働日数が 2 日以下の派遣社員 

4．有期派遣社員のうち介護休業を取得できる者は、第 1 項に該当し、申出時点

において、介護休業開始予定日から 93 日を経過する日から 6 か月を経過する日

までに雇用契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない者とする。 

 

第 17 条【介護休業申出の手続き等】 

介護休業を希望する者（以下この章において「申出者」という）は、原則とし

て介護休業を開始しようとする日(以下｢介護休業開始予定日｣という)の 2 週間

前までに、「介護休業申出書」を会社に提出することにより申し出るものとす

る。なお、介護休業を取得している有期派遣社員が雇用契約を更新するにあた

り、引き続き休業を希望する場合には、更新された雇用契約期間の初日を介護
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休業開始予定日として、「介護休業申出書」により再度の申出をおこなうものと

する。 

2．介護休業の申出は、原則として対象家族 1 人につき最大 3 回までとし、分割

して取得することができる。ただし、前項後段の申出をしようとする場合にあ

っては、この限りではない。 

3．会社は、「介護休業申出書」を提出する派遣社員に対し、必要最小限度の各

種証明書の提出を求めることがある。 

4．「介護休業申出書」が提出されたときは、会社は「介護休業取扱通知書」を

申出者に対し交付する。 

 

第 18 条【介護休業開始予定日の指定】 

「介護休業申出書」に記載された休業開始予定日と「介護休業申出書」の提出

日との間が 2 週間に満たないときは、会社は申出の休業開始予定日と提出日の

翌日から起算して 2 週間を経過する日との間のいずれかの日を休業開始予定日

として指定できる。 

2．前項の指定は、申出書提出日の翌日より起算し、3 日以内に「介護休業取扱

通知書」の交付をもっておこなう。ただし、申出書提出日と申出に係る休業開

始予定日との間が 3 日以内のときは、申出の休業開始予定日までにおこなう。 

 

第 19 条【介護休業申出の撤回等】 

申出者は、介護休業開始予定日の前日までに、「介護休業申出撤回届」を会社に

提出することにより、介護休業の申出を撤回することができる。 

2．介護休業の申出を撤回した者が、同一対象家族に係る再度介護休業の申出を

2 回連続で撤回したときは、会社はそれ以降、当該家族について介護休業の申出

を拒むことができる。 

3．介護休業開始予定日の前日までに、休業に係る対象家族の死亡、離婚等親族

関係の終了などにより申出者が家族を介護しないこととなった場合には、介護

休業の申出はなかったものとみなす。この場合、申出者は、原則として当該事

由が発生した日に、会社にその旨を通知しなければならない。 
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第 20 条【介護休業の期間】 

介護休業の期間は、介護を必要とする対象家族 1 人につき、原則として、通算

93 日間（最大 3 回まで分割取得可）の範囲内で、「介護休業申出書」に記載さ

れた期間とする。 

 

第 21 条【介護休業期間の変更】 

申出者は、介護休業終了予定日の繰下げの変更を希望するときは、当初の申出

に係る介護休業終了予定日の 2 週間前までに「介護休業期間変更申出書」を会

社に提出することにより、介護休業終了予定日の変更をおこなうことができ

る。ただし、介護休業開始予定日から変更後の介護休業終了予定日までの期間

は通算して 93 日を超えないこととする。 

2．申出者が介護休業終了予定日の繰上げの変更を希望する場合には、「介護休

業期間変更申出書 」により変更後の介護休業終了予定日の 2 週間前までに会社

に申し出るものとし、会社がこれを適当と認めたときは、出社日について本人

との協議により決定する。 

 

第 22 条【介護休業の終了】 

次の各号に該当する事由が生じた場合には、介護休業は終了するものとし、当

該介護休業の終了日は各号に掲げる日とする。なお、第 1 号に定める事由に該

当する場合には、介護休業終了時以降に本人が出勤する日は、当該事由が発生

した日から 2 週間以内であって、会社と本人が話し合いのうえ決定した日とす

る。 

（1） 対象家族の死亡等により休業に係る当該家族を介護しないこととなった

場合は、当該事由が発生した日 

（2） 申出者に産前産後休業、育児休業または新たな介護休業が始まった場合

は、産前産後休業、育児休業または新たな介護休業の開始日の前日 

2．前項 1 号の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日

後遅滞なく会社にその旨を通知しなければならない。 
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第 5 章給与等 
第 23 条【給与等の取扱い】 

産前産後休業および育児休業（出生時育児休業含む）または介護休業を取得し

た者の給与については、基本給その他月毎に支払われる手当等の給与は支給し

ません。 

2．賞与については、その算定対象期間に産前産後休業および育児休業（出生時

育児休業含む）または介護休業を取得した期間が含まれる場合には、出勤日数

により日割りで計算した額を支給する。 

3．昇給は、産前産後休業および育児休業（出生時育児休業含む）または介護休

業の期間中はおこなわないものとし、復職後の昇給において休業前の勤務実績

を加味し調整する。 

 

第 24 条【育児休業期間の公課等の取扱い】 

育児休業、出生時育児休業および産前産後休業期間中の社会保険料（健康保険

料、厚生年金保険料）は免除されます。 

2．住民税は特別徴収を普通徴収に切り替え、会社は源泉徴収をおこないませ

ん。 

3．休業開始前に貸し付けた貸付金の返済について派遣社員より猶予申出があっ

た場合、会社は休業終了日まで無利子でその支払いを猶予するものとし、派遣

社員は休業終了日より従前の条件で返済をおこなうものとする。 

 

第 25 条【介護休業期間中の社会保険料の取扱い】 

介護休業を取得する場合、派遣社員が支払うべき社会保険料が支払われる給与

額に満たないときは、各月に会社が納付した額を翌月末日までに派遣社員に請

求するものとし、派遣社員は会社が指定する日までに指定口座へ支払うものと

する。 

 

第 26 条【復職後の勤務】 

産前産後休業、育児休業、出生時育児休業または介護休業期間が終了したとき

は、終了した日の翌日から休業直前の部署、職務および所定労働時間で復帰す

るものとする。 
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2.前項にかかわらず、本人の希望による場合および組織の変更等やむを得ない事

情がある場合は、本人合意の上、復帰後の部署および職務の変更をおこなうこ

とがある。 

 

第 6 章時間外・深夜業・短時間等 
第 27 条【所定外労働の免除】 

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する派遣社員が当該子を養育するた

め、または要介護状態にある対象家族を介護する派遣社員が当該対象家族を介

護するために所定外労働の免除を申し出た場合には、事業の正常な運営に支障

がある場合を除き、所定労働時間を超える労働をさせることはない。 

2．前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する派遣社員は申出をするこ

とができない。 

（1） 日々雇用される派遣社員 

（2） 育児・介護休業等に関する労使協定により、会社が所定外労働の免除の

申出を拒むことができる派遣社員とされている次のいずれかに該当する

者 

① 入社 1 年未満の派遣社員 

② 1 週間の所定労働日数が 2 日以下の派遣社員 

3．申出をしようとする者は、1 回につき、1 か月以上 1 年以内の期間（以下

「免除期間」という）について、免除を開始しようとする日（以下「免除開始

予定日」という）および免除を終了しようとする日を明らかにして、原則とし

て、免除開始予定日の 1 か月前までに、「所定外労働免除申出書」を会社に提出

しなければならない。この場合において免除期間は【時間外労働の制限】規定

に定める制限期間と重複しないようにしなければならない。 

4．会社は、「所定外労働免除申出書」を提出するにあたり、必要最小限度の各

種証明書の提出を求めることがある。 

5．申出の日後に免除に係る子が出生したときは、「所定外労働免除申出書」を

提出した者（以下この条において「申出者」という）は、出生後 2 週間以内に

会社に「所定外労働免除対象児出生届」を提出しなければならない。 

6．免除開始予定日の前日までに、免除に係る子または対象家族の死亡等により

申出者が子を養育しないことまたは対象家族を介護しないこととなった場合に

は、申出がされなかったものとみなす。この場合において、申出者は、原則と

して当該事由が発生した日に、会社にその旨を通知しなければならない。 
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7．次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、免除期間は終了するも

のとし、当該免除期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。 

（1） 家族の死亡等により免除に係る子を養育しない、または対象家族を介護

しないこととなった場合は、当該事由が発生した日 

（2） 免除に係る子が小学校就学の始期に達した場合は、子が 6 歳に達する日

の属する年度の 3 月 31 日 

（3） 申出者について、産前産後休業、育児休業、出生時育児休業または介護

休業が始まった場合は、その開始日の前日 

8.前項第 1 号の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた

日に、会社にその旨を通知しなければならない。 

 

第 28 条【時間外労働の制限】 

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する派遣社員が当該子を養育するた

め、または要介護状態にある対象家族を介護する派遣社員が当該対象家族を介

護するために時間外労働の制限を申し出た場合には、事業の正常な運営に支障

がある場合を除き、1 か月 24 時間、1 年間 150 時間を超える時間外労働をさせ

ることはない。 

2．前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する派遣社員は申出をするこ

とができない。 

（1） 日々雇用される派遣社員 

（2） 入社 1 年未満の派遣社員 

（3） 1 週間の所定労働日数が 2 日以下の派遣社員 

3．第 1 項の申出は、1 回につき、1 か月以上 1 年以内の期間とし、制限を開始

しようとする日（以下この条において「制限開始予定日」という）および制限

を終了しようとする日を明らかにして、原則として制限開始予定日の 1 か月前

までに、「時間外労働制限申出書」を会社に提出しなければならない。この場合

において、制限期間は【所定外労働の免除】規定に定める免除期間と重複しな

いようにしなければならない。 

4．会社は、「時間外労働制限申出書」を提出する場合、必要最小限度の各種証

明書の添付を求めることがある。 

5．申出の日後に制限に係る子が出生したときは、「時間外労働制限申出書」を

提出した者（以下この条において「申出者」という）は、出生後 2 週間以内に

会社に「時間外労働制限対象児出生届」を提出しなければならない。 
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6．制限開始予定日の前日までに、制限に係る子または対象家族の死亡等により

申出者が子を養育しないことまたは対象家族を介護しないこととなった場合に

は、申出がされなかったものとみなす。この場合において、申出者は、原則と

して当該事由が発生した日に、会社にその旨を通知しなければならない。 

7．次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するも

のとし、当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。 

（1） 家族の死亡等により制限に係る子を養育しない、または対象家族を介護

しないこととなった場合は、当該事由が発生した日 

（2） 制限に係る子が小学校就学の始期に達した場合は、子が 6 歳に達する日

の属する年度の 3 月 31 日 

（3） 申出者について、産前産後休業、育児休業、出生時育児休業または介護

休業が始まった場合は、その開始日の前日 

8．前項第 1 号の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた

日に、会社にその旨を通知しなければならない。 

 

第 29 条【深夜業の制限】 

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する派遣社員が当該子を養育するた

め、または要介護状態にある対象家族を介護する派遣社員が当該対象家族を介

護するために深夜業の制限を申し出た場合には、事業の正常な運営に支障があ

る場合を除き、午後 10 時から午前 5 時までの間に労働させることはない。 

2．前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する派遣社員は申出をするこ

とができない。 

（1） 日々雇用される派遣社員 

（2） 入社 1 年未満の派遣社員 

（3） 制限に係る子または対象家族の同居の家族（16 歳以上に限る）が次のい

ずれにも該当する派遣社員 

① 深夜において就業していない者(1 か月について深夜における就業が 3 日以

下の者を含む)であること 

② 心身の状況が制限に係る子の保育または対象家族の介護をすることができる

者であること 

③ 6 週間(多胎妊娠の場合にあっては、14 週間)以内に出産予定でない、かつ

産後 8 週間以内でない者であること 

（4） 1 週間の所定労働日数が 2 日以下の派遣社員 
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（5） 所定労働時間の全部が深夜にある派遣社員 

3．第 1 項の請求をしようとする者は、1 回につき、1 か月以上 6 か月以内の期

間について、制限を開始しようとする日（以下この条において「制限開始予定

日」という）および制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として制

限開始予定日の 1 か月前までに、「深夜業制限申出書」を会社に提出しなければ

ならない。 

4．会社は、「深夜業制限申出書」を提出する場合、必要な各種証明書の添付を

求めることがある。 

5．申出の日後に制限に係る子が出生したときは、「深夜業制限申出書」を提出

した者（以下この条において「申出者」という）は、出生後 2 週間以内に会社

に「深夜業制限対象児出生届」を提出しなければならない。 

6．制限開始予定日の前日までに、制限に係る子または対象家族の死亡等により

申出者が制限に係る子を養育しないことまたは対象家族を介護しないこととな

った場合には、請求されなかったものとみなす。この場合において、申出者

は、原則として当該事由が発生した日に、会社にその旨を通知しなければなら

ない。 

7．次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜業の制限期間は終

了するものとし、当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。 

（1） 家族の死亡等により制限に係る子を養育しない、または対象家族を介護

しないこととなった場合は、当該事由が発生した日 

（2） 制限に係る子が小学校就学の始期に達した場合は、子が 6 歳に達する日

の属する年度の 3 月 31 日 

（3） 申出者について、産前産後休業、育児休業、出生時育児休業または介護

休業が始まった場合は、その開始日の前日 

8．前項第 1 号の事由が生じた場合には、派遣社員は原則として当該事由が生じ

た日に、会社にその旨を通知しなければならない。 

9．第 1 項の制限を受ける派遣社員に対して、会社は必要に応じて昼間勤務へ転

換させることがある。 

 

第 30 条【育児短時間勤務】 

3 歳に満たない子を養育する派遣社員は、申し出ることにより、就業規則に定め

る所定労働時間を、原則として従前の所定労働時間の範囲内で 6 時間に短縮す

ることができる。始業および終業時刻については、個別に定めます。 
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2．前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する派遣社員は申出をするこ

とができない。 

（1） 日々雇用される派遣社員 

（2） 1 日の所定労働時間が 6 時間以下である派遣社員 

（3） 育児・介護休業等に関する労使協定により、会社が育児短時間勤務の申

出を拒むことができる派遣社員とされている次のいずれかに該当する者 

① 入社 1 年未満の派遣社員 

② 1 週間の所定労働日数が 2 日以下の派遣社員 

3．申出をしようとする者は、1 回につき、1 か月以上 1 年以内の期間につい

て、短縮を開始しようとする日および短縮を終了しようとする日を明らかにし

て、原則として、短縮開始予定日の 1 か月前までに、「育児短時間勤務申出書」

により会社に申し出なければならない。申出がなされたときは、会社はすみや

かに申出者に対し、「育児短時間勤務取扱通知書」を交付する。 

4．その他適用のための手続き等については、【育児休業申出の手続き等】から

【育児休業期間】までの規定を準用する。 

 

第 31 条【介護短時間勤務】 

要介護状態にある家族を介護する派遣社員は介護休業とは別に、当該家族 1 人

あたり利用開始の日から 3 年の間で 2 回までの範囲内で会社に申し出て所定労

働時間について短縮することができる。所定労働時間および始業・終業時刻は

本人の申出により個別に決定し、「介護短時間勤務取扱通知書」を交付する。 

2．前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する派遣社員は申出をするこ

とができない。 

（1） 日々雇用される派遣社員 

（2） 育児・介護休業等に関する労使協定により、会社が介護短時間勤務の申

出を拒むことができる派遣社員とされている次のいずれかに該当する者 

① 入社 1 年未満の派遣社員 

② 1 週間の所定労働日数が 2 日以下の派遣社員 

3．申出をしようとする者は、短縮を開始しようとする日および短縮を終了しよ

うとする日を明らかにして、原則として、短縮開始予定日の 2 週間前までに、

「介護短時間勤務申出書」により会社に申し出なければならない。申出がなさ



24 
 

れたときは、会社はすみやかに申出者に対し、「介護短時間勤務取扱通知書」を

交付する。 

4．適用のための手続等については、【介護休業申出の手続き等】から【介護休

業の終了】までの規定を準用する。 

 

第 32 条【短時間勤務の賃金等】 

育児・介護短時間制度の適用を受ける間の給与は、別途定める給与規程に基づ

き、実労働時間分の給与を支給する。 

2．賞与は、その算定対象期間に 1 か月以上本制度の適用を受ける期間がある場

合においては、その期間に応じて、短縮した時間に対応する減額をおこなうも

のとする。 

3．給与改定にあたっては、本制度の適用を受ける期間は通常の勤務をしている

ものとみなす。 

 

第 33 条【柔軟な働き方を実現するための措置】 

3 歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する派遣社員は、申し出るこ

とにより、柔軟な働き方を実現するための措置を受けることができる。 

2．前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する派遣社員は申出をするこ

とができない。 

（1） 日々雇用される派遣社員 

（2） 育児・介護休業等に関する労使協定により、会社が柔軟な働き方を実現

するための措置の利用申出を拒むことができる派遣社員とされている次

のいずれかに該当する者 

① 入社 1 年未満の派遣社員 

② 1 週間の所定労働日数が 2 日以下の派遣社員 

3．派遣社員は次の各号のいずれか 1 つの措置を選択して受けることができるも

のとする。 

（1） 短時間勤務（【育児短時間勤務】規定を準用するものとする。） 

（2） 時差出勤 

4．前項に定める時差出勤制度は、就業規則に定める始業および終業時刻につい

て、個別に変更できる制度とする。 

5．申出をしようとする者は、1 回につき、1 か月以上 1 年以内の期間につい

て、時差出勤を開始しようとする日および終了しようとする日ならびに始業・
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終業時刻を明らかにして、原則として、時差出勤開始予定日の 1 か月前まで

に、「育児時差出勤申出書」により会社に申し出なければならない。申出がなさ

れたときは、会社はすみやかに申出者に対し、「育児時差出勤取扱通知書」を交

付する。 

 

第 34 条【子の看護等休暇】 

小学校第 3 学年修了前の子を養育する派遣社員は、次のいずれかに該当する場

合に、就業規則に規定する年次有給休暇とは別に、当該子が 1 人の場合は 1 年

間につき 5 日、2 人以上の場合は 1 年間に 

つき 10 日を限度として、子の看護等休暇を取得することができる。この場合の

1 年間とは、4 月 1 日から 3 月 31 日までの期間とする。 

（1） 子が負傷し、または疾病にかかったとき 

（2） 子に予防接種もしくは健康診断を受けさせるとき 

（3） 感染症予防のため学校または保育所等が臨時休業、出席停止等になった

とき 

（4） 子の入園、入学または卒園の式典、その他これに準ずる式典に出席する

とき 

2．前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する派遣社員は申出をするこ

とができない。 

（1） 日々雇用される派遣社員 

（2） 育児・介護休業等に関する労使協定により、会社が子の看護等休暇の申出

を拒むことができるとされている 1 週間の所定労働日数が 2 日以下の派

遣社員 

3．子の看護等休暇は 1 日単位または時間単位で始業時刻から連続もしくは終業

時刻まで連続して取得するものとする。 

4．時間単位で取得した子の看護等休暇は、合計 8 時間で 1 日分の休暇とする。

ただし、パートタイム等、正社員に比して所定労働時間が短い派遣社員の場合

は、各派遣社員の 1 日平均所定労働時間で 1 日分の休暇とする。 

5．取得しようとする者は、原則として事前に会社に申し出るものとする。第 1

項の休暇は無給とする。ただし、給与改定および賞与の算定にあたっては通常

の勤務をしたものとみなす。 
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第 35 条【介護休暇】 

要介護状態にある家族の介護その他の世話をする派遣社員は、就業規則に規定

する年次有給休暇とは別に、当該家族が 1 人の場合は 1 年間につき 5 日、2 人

以上の場合は 1 年間につき 10 日を限度として、介護休暇を取得することができ

る。この場合の 1 年間とは、4 月 1 日から 3 月 31 日までの期間とする。 

2．前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する派遣社員は申出をするこ

とができない。 

(1) 日々雇用される派遣社員 

(2) 育児・介護休業等に関する労使協定により、会社が介護休暇の申出を拒

むことができるとされている 1 週間の所定労働日数が 2 日以下の派遣社

員 

3．介護休暇は 1 日単位または時間単位で始業時刻から連続もしくは終業時刻ま

で連続して取得するものとする。 

4．時間単位で取得した介護休暇は、合計 8 時間で 1 日分の休暇とする。ただ

し、パートタイム等、正社員に比して所定労働時間が短い派遣社員の場合は、

各派遣社員の 1 日平均所定労働時間で 

1 日分の休暇とする。 

5．取得しようとする者は、原則として事前に会社に申し出るものとする。 

6．第 1 項の休暇は無給とする。ただし、給与改定および賞与の算定にあたって

は通常の勤務をしたものとみなす。 

 

 

第 7 章その他 
第 36 条【年次有給休暇】 

育児休業・出生時育児休業または介護休業期間中に年次有給休暇の取得はでき

ない。 

2．年次有給休暇の出勤率の算定において、育児休業、出生時育児休業および介

護休業期間の取扱いに関しては、これを出勤したものとして計算する。 

3．年次有給休暇の出勤率の算定において、子の看護等休暇および介護休暇（た

だし 1 日単位で取得した日に限る）を取得した期間は、これを出勤したものと

みなしません。 
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第 37 条【休業期間中の解雇等】 

育児休業・出生時育児休業または介護休業の申出をしたこと、あるいは育児・

出生時育児、介護休業を取得したことをもって解雇することはない。ただし、

就業規則に規定されている事由に該当する場合にはこの限りではない。 

 

第 38 条【育児休業等に関するハラスメントの防止】 

全ての派遣社員は育児休業・出生時育児休業・介護休業、所定外労働の免除、

時間外労働または深夜業の制限、短時間勤務、子の看護等休暇および介護休暇

等の申出・利用に関して、当該申出・利用する派遣社員の就業環境を害する言

動をおこなってはならない。 

2．前項の言動をおこなったと認められる派遣社員に対しては、就業規則に従い

懲戒処分を実施する場合がある。 

 

第 39 条【育児・介護休業に関する相談窓口】 

育児休業・出生時育児休業または介護休業を取得しやすい職場環境を整備し、

その申出が円滑におこなわれるようにするために、育児・介護休業に関する相

談窓口を設置する。 

2．相談窓口は派遣元責任者および派遣会社営業担当とする。相談を申し出た派

遣社員のプライバシーに充分配慮する。 

3．会社は、派遣社員本人またはその配偶者の妊娠・出産等について申出があっ

たときは、出産・育児に関する制度について個別に通知および制度利用の意向

確認を実施するものとする。また、派遣社員の意向を個別に聴取し、仕事と育

児の両立に関する意向について自社の状況に応じて配慮する。 

4．会社は、子が 3 歳になるまでの適切な時期に育児に関する制度について個別

に通知および制度利用の意向確認を実施する。また、派遣社員の意向を個別に

聴取し、仕事と育児の両立に関する意向について会社の状況に応じて配慮す

る。 

6．会社は、派遣社員の対象家族が介護を必要とする状況に至ったことの申出が

あったときは、介護休業に関する制度および介護に関する両立支援制度につい

て個別に通知および制度利用の意向確認を実施するものとする。 

7．前項の規定にかかわらず、会社は、派遣社員が 40 歳に達した日の属する年

度中に当該派遣社員に対して介護休業に関する制度および介護に関する両立支

援制度について情報提供するものとする。 

 



28 
 

第 40 条【法令との関係】 

育児休業・出生時育児休業・介護休業、所定外労働の免除、時間外労働の制限

および深夜業の制限ならびに短時間勤務、子の看護等休暇、介護休暇等に関し

て、この規程に定めのない事項については、育児・介護休業法の定めるところ

による。 

 

附則 
 

この規則は 2025 年 12 月 10 日より施行する。 

この規則および各規程の改廃にあたっての責任者は、代表取締役とする。 

この規則および各規程の解釈適用について、疑義または紛議が生じた場合の解

釈の決定および紛議の解決は、代表取締役が責任者としてこれを決定すること

とする。この規則および各規程の解釈適用についての紛争に関する訴訟の管轄

裁判所は、会社の本店所在地を管轄する地方裁判所とする。 

 

 

 


